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(57)【要約】
【課題】防水性を向上させると共に部品点数削減を図っ
た電源回路遮断装置を提供する。
【解決手段】ハウジング３には、記可溶体２が収容され
ている。一対の端子５は、その一端が可溶体２と接続さ
れると共に他端がハウジング３外に突出するように設け
られる。ボックス７は、一対の端子５の各々と接続可能
な一対の回路端子６を保持する底壁部７１、及び、底壁
部７１から立設され内部にハウジング３が嵌め込まれる
筒状の筒壁部７２、が設けられている。上記ハウジング
３の開口を覆うカバー４に、ボックス７の筒壁部７２内
に収容される筒状の内側筒壁部４２と、ボックス７の筒
壁部７２を内部に収容する筒状の外側筒壁部４３と、内
側筒壁部４２及び外側筒壁部４３を連結すると共にボッ
クス７の筒壁部７２の端面を覆うフード部４４と、が設
ける。そして、ボックス７の筒壁部７２とカバー４の内
側筒壁部４２との間にリップパッキン１０を配置する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　過電流が流れると溶断する可溶体と、前記可溶体を収容する第１ハウジングと、前記第
１ハウジングの開口を覆うカバーと、一端が前記可溶体と接続されると共に他端が前記第
１ハウジング外に突出するように設けられた一対の端子と、前記一対の端子の各々と接続
可能な一対の回路端子を保持する底壁部、及び、前記底壁部から立設され内部に前記第１
ハウジングが嵌め込まれる筒状の筒壁部、が設けられた第２ハウジングと、を備えた電源
回路遮断装置において、
　前記カバーに、前記第２ハウジングの筒壁部内に収容される筒状の内側筒壁部と、前記
第２ハウジングの筒壁部を内部に収容する筒状の外側筒壁部と、前記内側筒壁部及び前記
外側筒壁部を連結すると共に前記第２ハウジングの筒壁部の端面を覆うフード部と、が設
けられ、
　前記第２ハウジングの筒壁部と前記カバーの内側筒壁部との間に配置されたパッキンを
さらに備えた
　ことを特徴とする電源回路遮断装置。
【請求項２】
　前記第１ハウジングに、前記フード部との間に前記パッキンを挟んで保持する保持部が
設けられている
　ことを特徴とする請求項１に記載の電源回路遮断装置。
【請求項３】
　前記第１ハウジングに、前記カバーの内側筒壁部の端部を収容する収容溝が設けられて
いる
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の電源回路遮断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源回路遮断装置に係り、特に、電源回路を開き電流を遮断する電源回路遮
断装置（サービスプラグ）に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば電気自動車では、バッテリである電源の容量が通常のガソリンエンジン車等に比
べて大容量であるため、電気系統などをメンテナンスするような場合には電源回路遮断装
置（サービスプラグ）によって電源回路を開いて作業安全性を確保する。この種の従来の
電源回路遮断装置として、図５～図８に示す電源回路遮断装置１０１がある（例えば、特
許文献１参照）。
【０００３】
　同図に示すように、電源回路遮断装置１０１は、過電流が流れると溶断する可溶体１０
２と、可溶体１０２を収容する凹状のハウジング（第１ハウジング）１０３と、このハウ
ジング１０３の開口部を覆うカバー１０４と、一端が可溶体１０２に接続されると共に他
端がハウジング１０３外に突出するように設けられた一対の端子１０５と、開いた電源回
路の両端にそれぞれ接続される一対の回路端子１０６を保持するボックス（第２ハウジン
グ）１０７と、を備えている。
【０００４】
　上記ハウジング１０３は、図７に示すように、可溶体１０２が収容される底壁部１０３
ａと、この底壁部１０３ａからカバー１０４に向かって立設された筒状の筒壁部１０３ｂ
と、この底壁部１０３ａからボックス１０７に向かって立設された筒状の筒壁部１０３ｃ
と、が設けられている。上記カバー１０４は、ハウジング１０３の開口を覆う上壁部１０
４ａと、この上壁部１０４ａからハウジング１０３に向かって立設されると共に上記ハウ
ジング１０３の筒壁部１０３ｂ内に嵌合される筒状の筒壁部１０４ｂと、が設けられてい
る。
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【０００５】
　上記ボックス１０７は、上記一対の回路端子１０６を保持する底壁部１０７ａと、この
底壁部１０７ａからハウジング１０３に向かって立設されると共に内部にハウジング１０
３の筒壁部１０３ｃが嵌め込まれる筒状の外側筒壁部１０７ｂと、この底壁部１０７ａか
らハウジング１０３に向かって立設されると共にハウジング１０３の筒壁部１０３ｃ内に
収容される筒状の内側筒壁部１０７ｃと、が設けられている。また、上記ハウジング１０
３は、図５に示すように、その外表面にレバー１０８が回動自在に取り付けられており、
レバー１０８の回動操作により、ボックス１０７の外側筒壁部１０７ｂ内にハウジング１
０３が嵌め込まれた嵌合位置と、ボックス１０７外にハウジング１０３が位置づけられた
離脱位置と、に亘ってボックス１０７に対して接離する。
【０００６】
　以上の電源回路遮断装置１０１によれば、レバー１０８の回動操作により、ボックス１
０７内にハウジング１０３が嵌め込まれる嵌合位置にハウジング１０３を位置付けると、
一対の端子１０５と一対の回路端子１０６とがそれぞれ接続されて、一対の端子１０５及
び可溶体１０２を介して一対の回路端子１０６間が導通して電源回路が閉状態となる。一
方、レバー１０８の回転操作によりボックス１０７外にハウジング１０３が位置する離脱
位置にハウジング１０３を位置付けると、端子１０５と回路端子１０６との接続が外れて
、電源回路が開状態となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－７６５９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述した電源回路遮断装置１０１は、図８に示すように、防水機能を持たせるためにカ
バー１０４－ハウジング１０３間と、ハウジング１０３－ボックス１０７間と、の２箇所
にそれぞれリップパッキン１０９、１１０を配置している。上記リップパッキン１０９は
、図８（Ａ）に示すように、リング状に設けられていて、前記カバー１０４の筒壁部１０
４ｂとハウジング１０３の筒壁部１０３ｂとの間に配置されている。また、上記リップパ
ッキン１１０は、図８（Ｂ）に示すように、リング状に設けられていて、ハウジング１０
３の筒壁部１０３ｃとボックス１０７の内側筒壁部１０７ｄとの間に配置されている。ま
た、上記リップパッキン１０９を動かないように保持するためにリング状のパッキンホル
ダ１１１を取り付けている。
【０００９】
　このため、上述した従来の電源回路遮断装置１０１は、上述したようにカバー１０４と
ハウジング１０３間、ハウジング１０３とボックス１０７間のそれぞれに防水機能を持た
せるために２個のリップパッキン１０９、１１０を用いる必要があり、部品点数が多い、
という問題があった。また、ボックス１０７側に防水機能を持たせるためにリップパッキ
ン１０９、１１０の動きを抑制するためのパッキンホルダ１１１が必要であり、これも部
品点数が多い原因となっていた。さらに、ボックス１０７を覆うフード部が無いため、図
８（Ｂ）に示すように、ボックス１０７の外側筒壁部１０７ｂとハウジング１０３の筒壁
部１０３ｃとの隙間Ｓから水が進入して水がたまり、防水性が低下する、という問題があ
った。
【００１０】
　そこで、本発明は、防水性を向上させると共に部品点数削減を図った電源回路遮断装置
を課題とすることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した課題を解決するための請求項１記載の発明は、過電流が流れると溶断する可溶
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体と、前記可溶体を収容する第１ハウジングと、前記第１ハウジングの開口を覆うカバー
と、一端が前記可溶体と接続されると共に他端が前記第１ハウジング外に突出するように
設けられた一対の端子と、前記一対の端子の各々と接続可能な一対の回路端子を保持する
底壁部、及び、前記底壁部から立設され内部に前記第１ハウジングが嵌め込まれる筒状の
筒壁部、が設けられた第２ハウジングと、を備えた電源回路遮断装置において、前記カバ
ーに、前記第２ハウジングの筒壁部内に収容される筒状の内側筒壁部と、前記第２ハウジ
ングの筒壁部を内部に収容する筒状の外側筒壁部と、前記内側筒壁部及び前記外側筒壁部
を連結すると共に前記第２ハウジングの筒壁部の端面を覆うフード部と、が設けられ、前
記第２ハウジングの筒壁部と前記カバーの内側筒壁部との間に配置されたパッキンをさら
に備えたことを特徴とする電源回路遮断装置に存する。
【００１２】
　請求項２記載の発明は、前記第１ハウジングに、前記フード部との間に前記パッキンを
挟んで保持する保持部が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の電源回路遮断
装置に存する。
【００１３】
　請求項３記載の発明は、前記第１ハウジングに、前記カバーの内側筒壁部の端部を収容
する収容溝が設けられていることを特徴とする請求項１又は２に記載の電源回路遮断装置
に存する。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように請求項１記載の発明によれば、フード部を設けることにより、第１
ハウジングの筒壁部と第２ハウジングの筒壁部との隙間が覆われるので、この隙間からの
水の浸入を防ぎ、防水性を向上させることができた。また、カバーに外側筒壁部を設ける
ことにより、第２ハウジングとカバーとの間の空間に第１ハウジングを収容することがで
きるので、カバーと第２ハウジングとの間に１つパッキンを設けるだけで防水を行うこと
ができ、部品点数削減を図ることができる。
【００１５】
　請求項２記載の発明によれば、第１ハウジングにパッキンを保持する保持部を設けるこ
とにより、第１ハウジングとは別体にパッキンホルダを設ける必要がなく、部品点数を削
減することができる。
【００１６】
　請求項３記載の発明によれば、カバーの内側筒壁部の端部を収容溝に収容させるように
第１ハウジングに取り付ければよいので、第１ハウジングにカバーを取り付ける作業が容
易となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の電源回路遮断装置の一実施形態を示す斜視図である。
【図２】図１に示す電源回路遮断装置の上面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ線断面図である。
【図４】は図３中のＢ部の拡大図である。
【図５】従来の電源回路遮断装置の一例を示す斜視図である。
【図６】図５に示す電源回路遮断装置の上面図である。
【図７】図６のＣ－Ｃ線断面図である。
【図８】（Ａ）は図７中のＤ部の拡大図であり、（Ｂ）は図７中のＥ部の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の一実施の形態にかかる電源回路遮断装置（サービスプラグとも呼ばれる
。）を図１～図４を参照して説明する。本実施形態の電源回路遮断装置１は、電気自動車
に搭載されたバッテリから負荷への電源供給を行うための電源回路に組み込まれて、この
電源回路を必要に応じて開閉する装置である。
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【００１９】
　図１～図４に示すように、電源回路遮断装置１は、過電流が流れると溶断する可溶体２
と、可溶体２を収容するハウジング（第１ハウジング）３と、このハウジング３の開口部
を覆うカバー４と、一端が可溶体２に接続されると共に他端がハウジング３外に突出する
ように設けられた一対の端子５と、電源回路の両端にそれぞれ接続される一対の回路端子
６を保持するボックス（第２ハウジング）７と、を備えている。
【００２０】
　上記可溶体２には、図３に示すように、一対の端子５をそれぞれ接続するための一対の
取付タブ２１が突設されている。この取付タブ２１には、ボルト孔が設けられていて、こ
のボルト孔にボルト８を貫通させた状態で、ボルト８の先端を一対の端子５の一端に設け
た圧入孔５１に圧入することにより、一対の端子５の一端が可溶体２に接続される。
【００２１】
　上記ハウジング３は、可溶体２が収容される可溶体収容部３１ａ及び一対の端子５の一
端がそれぞれ収容される一対の端子収容部３１ｂが形成された底壁部３１と、この底壁部
３１の周縁からボックス７に向かって立設された筒状の筒壁部３２と、が設けられている
。上記可溶体収容部３１ａは、凹状に形成されている。一対の端子収容部３１ｂは、端子
５の長手方向両端が開口となった筒状に設けられている。この一対の端子収容部３１ｂの
一方の開口から上記ボルト８が侵入して一対の端子５の圧入孔５１に圧入される。また、
この一対の端子収容部３１ｂの他方の開口から一対の端子５の他端がハウジング３外に突
出する。
【００２２】
　上記ボックス７は、上述した一対の回路端子６を保持する一対の保持部７１ａが設けら
れた底壁部７１と、この底壁部７１からハウジング３に向かって立設されると共に内部に
ハウジング３の筒壁部３２が嵌め込まれる筒壁部７２と、が設けられている。上記一対の
回路端子６は、雌型に設けられていて、一対の端子５がそれぞれ挿入されると電気的に接
続する。一対の回路端子６の一方は、上記バッテリと接続した図示しない電線の端末と接
続しており、一対の回路端子６の他方は、上記負荷と接続した図示しない電線の端末と接
続している。
【００２３】
　これら一対の回路端子６は、互いに間隔を空けて配されており、これら一対の回路端子
６間が導通状態とされることにより電源回路が閉じられ、これら一対の回路端子６間が非
導通状態とされることにより前記電源回路が開かれる。上記一対の保持部７１ａは、一対
の回路端子６の長手方向両端が開口となった筒状に設けられている。この一対の保持部７
１ａの一方の開口から上記一対の端子５が侵入して一対の回路端子６に接続される。また
、この一対の保持部７１ａの他方の開口から上記回路端子６に接続された図示しない電線
が引き出される。
【００２４】
　上記カバー４は、図３に示すように、ハウジング３の上側の開口を覆う上壁部４１と、
上壁部４１からハウジング３に向かって突出されると共にボックス７の筒壁部７２内に収
容される筒状の内側筒壁部４２と、ボックス７の筒壁部７２を内部に収容する筒状の外側
筒壁部４３と、上記内側筒壁部４２及び外側筒壁部４３を連結すると共にボックス７の内
側筒壁部４２の端面を覆うフード部４４と、が設けられている。
【００２５】
　上記ハウジング３の底壁部３１には、カバー４の内側筒壁部４２の端面を収容するリン
グ状の収容溝３１ｃが設けられている。リップパッキン１０は、図４に示すように、ハウ
ジング３の筒壁部３２とカバー４の内側筒壁部４２との間に配置されている。また、リッ
プパッキン１０は、フード部４４とハウジング３に設けた収容溝３１ｃよりも外側の底壁
部である保持部３１ｄとの間に挟まれて保持されている。
【００２６】
　上記ハウジング３には、図１に示すように、レバー９の回動中心となる一対の凸部３３
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が設けられている。レバー９は、この凸部３３を中心として回動自在にハウジング３に取
り付けられている。また、レバー９には、ガイド溝９１が設けられていて、このガイド溝
９１にボックス７に突設された凸部７３が挿入されている。
【００２７】
　そして、図１に示すようにハウジング３の筒壁部３２がボックス７の筒壁部７２内に嵌
合される嵌合位置にあるときに図中反時計周りにレバー９を回動させると、ボックス７の
凸部７３がガイド溝９１に沿ってハウジング３がボックス７外に位置づけられる離脱位置
まで案内される。この離脱位置では上記一対の端子５と一対の回路端子６との接続が外れ
て、電源回路が開放される。
【００２８】
　一方、離脱位置にあるときに図中時計回りにレバー９を回動させると、ボックス７の凸
部７３がガイド溝９１に沿って嵌合位置まで案内される。この嵌合位置では上記一対の回
路端子６内にそれぞれ一対の端子５が挿入されて、一対の端子５と一対の回路端子６とが
それぞれ接続され、電源回路が閉じられる。この結果、メンテナンスを安全に行うことが
できる。即ち、レバー９の凸部３３を中心とした回動動作により、嵌合位置と、離脱位置
と、に亘ってハウジング３がボックス７に対して接離する。
【００２９】
　上記構成の電源回路遮断装置１によれば、フード部４４を設けることにより、ハウジン
グ３の筒壁部３２とボックス７の筒壁部７２との隙間が覆われるので、この隙間からの水
の浸入を防ぎ、防水性を向上させることができた。また、カバー４に外側筒壁部４３を設
けることにより、ボックス７とカバー４との間の空間にハウジング３を収容することがで
きるので、カバー４とボックス７との間に１つリップパッキン１０を設けるだけで防水を
行うことができ、部品点数削減を図ることができる。
【００３０】
　上記構成の電源回路遮断装置１によれば、ハウジング３にリップパッキン１０を保持す
る保持部７１ａを設けることにより、ハウジング３とは別体にパッキンホルダを設ける必
要がなく、部品点数を削減することができる。
【００３１】
　上記構成の電源回路遮断装置１によれば、カバー４の内側筒壁部４２の端部を収容溝３
１ｃに収容させるようにハウジング３に取り付ければよいので、ハウジング３にカバー４
を取り付ける作業が容易となる。
【００３２】
　また、前述した実施形態は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施形
態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施
することができる。
【符号の説明】
【００３３】
　１　　　電源回路遮断装置
　２　　　可溶体
　３　　　ハウジング（第１ハウジング）
　４　　　カバー
　５　　　一対の端子
　６　　　一対の回路端子
　７　　　ボックス（第２ハウジング）
　１０　　リップパッキン（パッキン）
　３１ｃ　収容溝
　３１ｄ　保持部
　４２　　内側筒壁部
　４３　　外側筒壁部
　４４　　フード部
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　７１　　底壁部
　７２　　筒壁部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】
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【図６】
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